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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向させた液滴吐出ヘッドとヘッドキャップとの間に電位差を形成し、
　前記液滴吐出ヘッドのノズルから液滴を吐出させ、
　前記電位差により帯電した前記液滴が前記ヘッドキャップに着弾することにより発生さ
せる信号を検出し、
　前記液滴が吐出させられてから所定期間内に検出した前記信号の最大振幅が第１閾値以
上の場合には、前記ノズルの吐出状態が正常であると判定し、
　前記所定期間経過後に検出した前記信号の振幅が第２閾値以上の場合には、吐出状態は
正常であるとの前記判定を取り消すことを特徴とするノズルの吐出状態検査方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のノズルの吐出状態検査方法において、
　前記所定期間は、吐出状態が正常である前記ノズルから吐出させられた液滴が前記ヘッ
ドキャップに着弾することにより発生される前記信号の振幅が減衰して０になるまでの経
過時間であることを特徴とするノズルの吐出状態検査方法。
【請求項３】
　請求項２に記載のノズルの吐出状態検査方法において、
　前記所定期間の前半の第１期間内に検出した前記信号の最大振幅が第１閾値以上の場合
に前記ノズルの吐出状態は正常であると判定し、
　前記所定期間の後半の第２期間内に検出した前記信号の振幅は無視することを特徴とす
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るノズルの吐出状態検査方法。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のうちいずれかの項に記載のノズルの吐出状態検査方法におい
て、
　前記第２閾値は、前記第１閾値より小さい値であることを特徴とするノズルの吐出状態
検査方法。
【請求項５】
　液滴吐出ヘッドと、
　前記液滴吐出ヘッドに対向するように配置したヘッドキャップと、
　前記液滴吐出ヘッドと前記ヘッドキャップとの間に電圧を印加する電位差形成手段と、
　前記液滴吐出ヘッドのノズルから液滴を吐出させる吐出手段と、
　前記液滴が吐出させられてからの時間を計測するための計測手段と、
　前記液滴が前記ヘッドキャップに着弾することにより発生させる信号を検出する信号検
出手段と、
　前記液滴が吐出させられてから所定期間内に検出した前記信号の最大振幅が第１閾値以
上の場合には、前記ノズルの吐出状態が正常であると判定する判定手段と、
　前記所定期間経過後に検出した前記信号の振幅が第２閾値以上の場合には、吐出状態は
正常であるとの前記判定を取り消す判定取り消し手段と、を有することを特徴とするノズ
ルの吐出状態検査機構。
【請求項６】
　請求項５に記載のノズルの吐出状態検査機構において、
　前記所定期間は、吐出状態が正常である前記ノズルから吐出させられた液滴が前記ヘッ
ドキャップに着弾したとき検出される前記信号の振幅が減衰して０になるまでの経過時間
であることを特徴とするノズルの吐出状態検査機構。
【請求項７】
　請求項６に記載のノズルの吐出状態検査機構において、
　前記判定手段は、前記所定期間の前半の第１期間内に検出した前記信号の最大振幅が第
１閾値以上の場合に前記ノズルの吐出状態は正常であると判定し、前記所定期間の後半の
第２期間内に検出した前記信号の振幅は無視することを特徴とするノズルの吐出状態検査
機構。
【請求項８】
　請求項５ないし請求項７のうちいずれかの項に記載のノズルの吐出状態検査機構におい
て、
　前記第２閾値は、前記第１閾値より小さい値であることを特徴とするノズルの吐出状態
検査機構。
【請求項９】
　請求項５ないし請求項８のうちいずれかの項に記載のノズルの吐出状態検査機構を搭載
している液滴吐出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、対向させた液滴吐出ヘッドとヘッドキャップとの間に電位差を形成し、液滴
吐出ヘッドのノズルから帯電した液滴を吐出させ、液滴がヘッドキャップに着弾したとき
に発生させる電気的変化に基づいてノズルから液滴が正常に吐出しているか否かを判定す
るノズルの吐出状態検査方法、および吐出状態検査機構に関する。また、このような吐出
状態検査機構を搭載している液滴吐出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェットプリンタなどの液滴吐出装置において、インクジェットヘッドのインク
ノズルに目詰まりが発生していたり、インクノズル内に気泡が残留していたり、ノズル面
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に異物が付着していたりすると、インクノズルからインク滴が正常に吐出されなくなる。
インク滴が正常に吐出されないと、特定の色インクによる印刷が行われずに所望の発色が
得られなかったり、印刷の一部が欠けたりする印刷不良が発生する。このため、医療機関
などで医薬品等に貼り付けられるラベルなどを印刷する場合にはインクノズルのインク吐
出状態を検査し、インク吐出状態が正常であることが確認された後に印刷を行うことによ
り、印刷不良に起因する色間違いや誤読によって発生する医療ミスを未然に防止している
。インクノズルのインク吐出状態を検査するためのインク吐出状態検査機構を備えたイン
クジェットプリンタは、例えば、特許文献１に記載されている。
【特許文献１】特開２００３－１１８１３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　インク吐出状態検査機構としては、対向させたインクジェットヘッドとヘッドキャップ
との間に電位差を形成し、帯電したインク滴をインクジェットヘッドのインクノズルから
吐出させ、このインク滴がヘッドキャップに着弾することにより一時的に発生する誘導電
流を電圧変化として検出し、この電圧変化の最大振幅が閾値以上の場合にインクノズルか
らインク滴が正常に吐出されていると判定するものが提案されている。
【０００４】
　このようなインク吐出状態検査機構では、インク吐出状態が正常ならば所定の誘導電流
が発生するので、これを電圧変化として検出することにより所定の振幅から減衰していく
波形を得ることができる。これに対して、インク滴が正常に吐出されていない場合には所
定の誘導電流が発生しないので、所定の振幅を有する波形が得られない。従って、電圧変
化の最大振幅が閾値以上の場合には、インクノズルのインク吐出状態は正常であると判定
できる。
【０００５】
　ここで、インク吐出状態が正常か否かを判定するための回路基板はインク滴が付着する
ことがないようにヘッドキャップから離れた位置に配置する必要があるので、ヘッドキャ
ップ内で発生した誘導電流はリード線を介して回路基板に入力されるようになっている。
このため、インク吐出状態を検査しているときに操作者がインクジェットプリンタに触れ
るなどしてインク吐出状態検査機構に外部から一時的な衝撃が加わると、リード線が揺れ
、このリード線の揺れにより発生した誘導電流が閾値を超える電圧変化として検出されて
しまうことがある。すなわち、外部から一時的な衝撃が加わったときには、インクノズル
からインク滴が正常に吐出されていないにも拘わらず、インクノズルのインク吐出状態は
正常であると判定されてしまうという問題がある。
【０００６】
　本発明の課題は、このような点に鑑みて、ノズルからインク滴のような液滴が正常に吐
出されていないにも拘わらず、吐出状態は正常であると判定してしまうことがないノズル
の吐出状態検査方法および吐出状態検査機構並びに液滴吐出装置を提案することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、本発明の一実施例のノズルの吐出状態検査方法は、対向
させた液滴吐出ヘッドとヘッドキャップとの間に電位差を形成し、前記液滴吐出ヘッドの
ノズルから液滴を吐出させ、前記電位差により帯電した前記液滴が前記ヘッドキャップに
着弾することにより発生させる信号を検出し、前記液滴が吐出させられてから所定期間内
に検出した前記信号の振幅と、前記所定期間経過後に検出した前記信号の振幅とに基づき
、前記ノズルの吐出状態を判定することを特徴とする。
　本発明において、前記所定期間内に検出した前記信号の最大振幅が第１閾値より小さい
場合、または前記所定期間経過後に検出した前記信号の振幅が第２閾値以上の場合には、
前記吐出状態は異常であると記判定することが、望ましい。
　本発明において、前記所定期間内に検出した前記信号の最大振幅が第１閾値以上の場合
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には、前記ノズルの吐出状態は正常であると判定し、前記所定期間経過後に検出した前記
信号の振幅が第２閾値以上の場合には、吐出状態は正常であるとの前記判定を取り消すこ
とが、望ましい。
【０００８】
　本発明は、液滴が吐出させられた時点から所定期間内に検出した信号の最大振幅が第１
閾値以上の場合にはノズルの吐出状態は正常であると判定し、所定期間経過後の信号の振
幅が第２閾値以上の場合には、先にされた正常であるという判定を取り消している。すな
わち、液滴の着弾によりヘッドキャップ内に発生する一時的な誘導電流に基づく信号を検
出すると信号の波形は所定の振幅から減衰していく波形になるので、最大振幅が予め設定
した第１閾値以上あればノズルの吐出状態は正常であると判定できる。一方、所定期間経
過後においても信号の振幅が減衰しておらず予め設定した第２閾値以上となっている場合
には、検出している信号に衝撃に起因して発生した誘導電流がノイズとして含まれている
可能性が高い。また、吐出状態は正常であるとの判定は、所定期間内においてノイズが含
まれている信号の最大振幅に基づいて行われた可能性が高いことになる。従って、このよ
うな場合に正常であるとの判定を取り消せば、ノズルから液滴が正常に吐出されていない
にも拘わらず、ノズルの吐出状態は正常であると判定されることを回避できる。
【０００９】
　本発明において、前記所定期間は、正常に吐出させられた液滴が着弾したとき検出され
る前記信号の振幅が減衰して０になるまでの経過時間であることが望ましい。このように
すれば、信号にノイズが含まれている場合にだけ、所定期間経過後の信号の振幅が検出さ
れる。
【００１０】
　本発明において、前記所定期間の前半の第１期間内に検出した前記信号の最大振幅が第
１閾値以上の場合に前記ノズルの吐出状態は正常であると判定し、前記所定期間の後半の
第２期間内に検出した前記信号の振幅は無視することを特徴とすることが望ましい。液滴
の着弾による一時的な誘導電流に基づく信号を検出すると、その信号の波形は所定の振幅
から減衰していく波形になる。また、着弾に起因する誘導電流によって得られる信号の振
幅の最大値は最初に現れる。従って、所定期間の前半の第１期間内に検出した信号の最大
振幅に基づけば、ノズルの吐出状態は正常であると判定することができる。また、所定期
間の後半の第２期間内では信号の振幅は減衰しているはずなので、第２期間内に検出した
信号の振幅を無視すれば、第２期間内に衝撃による誘導電流に起因した信号が検出されて
も、ノズルから液滴が正常に吐出されていると判定してしまうことを回避できる。
【００１１】
　本発明において、所定期間経過後の信号の振幅はノイズが含まれていなければ殆ど０に
なっているはずである。従って、信号にノイズが含まれていることを確実に検出するため
には、前記第２閾値は、前記第１閾値より小さい値であることが望ましい。
【００１２】
　次に、本発明の一実施例のノズルの吐出状態検査機構は、液滴吐出ヘッドと、前記液滴
吐出ヘッドに対向するように配置したヘッドキャップと、前記液滴吐出ヘッドと前記ヘッ
ドキャップとの間に電圧を印加する電位差形成部と、前記液滴吐出ヘッドのノズルから液
滴を吐出させる吐出部と、前記液滴が吐出させられてからの時間を計測するための計測部
と、前記液滴が前記ヘッドキャップに着弾することにより発生させる信号を検出する信号
検出部と、前記液滴が吐出させられてから所定期間内に検出した前記信号の振幅と、前記
所定期間経過後に検出した前記信号の振幅とに基づき、前記ノズルの吐出状態を判定する
判定部と、を有することを特徴とする。
　本発明において、前記判定部は、前記所定期間内に検出した前記信号の最大振幅が第１
閾値より小さい場合、または前記所定期間経過後に検出した前記信号の振幅が第２閾値以
上の場合には、前記吐出状態は異常であると判定することが、望ましい。
　本発明において、前記判定部は、前記所定期間内に検出した前記信号の最大振幅が第１
閾値以上の場合には、前記ノズルの吐出状態は正常であると判定し、前記所定期間経過後
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に検出した前記信号の振幅が第２閾値以上の場合には、吐出状態は正常であるとの前記判
定を取り消す判定取り消し部とを有することが、望ましい。
【００１３】
　本発明は、液滴が吐出させられた時点から所定期間内に検出した信号の最大振幅が第１
閾値以上の場合にはノズルの吐出状態は正常であると判定する判定手段と、所定期間経過
後の信号の振幅が第２閾値以上の場合には、先にされた正常であるという判定を取り消す
判定取り消し手段を有している。すなわち、液滴の着弾によりヘッドキャップ内に発生す
る一時的な誘導電流に基づく信号として検出すると信号の波形は所定の振幅から減衰して
いく波形になるので、判定手段は、最大振幅が予め設定した第１閾値以上あればノズルの
吐出状態は正常であると判定できる。一方、所定期間経過後においても信号の振幅が減衰
しておらず予め設定した第２閾値以上となっている場合には、検出している信号に衝撃に
起因して発生した誘導電流によるノイズが含まれている可能性が高い。また、判定手段に
よる吐出状態は正常であるとの判定は、ノイズが含まれている信号の最大振幅に基づいて
行われた可能性が高いことになる。従って、このような場合に、判定取り消し手段が正常
であるとの判定を取り消せば、ノズルから液滴が正常に吐出されていないにも拘わらず、
ノズルの吐出状態は正常であると判定されることを回避できる。
【００１４】
　本発明において、前記所定期間は、正常に吐出させられた液滴が着弾したとき検出され
る前記信号の振幅が減衰して０になるまでの経過時間であることが望ましい。このように
すれば、信号にノイズが含まれている場合にだけ、所定期間経過後の信号の振幅が検出さ
れる。
【００１５】
　本発明において、前記判定手段は、前記所定期間の前半の第１期間内に検出した前記信
号の最大振幅が第１閾値以上の場合に前記ノズルの吐出状態は正常であると判定し、前記
所定期間の後半の第２期間内に検出した前記信号の振幅は無視することが望ましい。液滴
の着弾による一時的な誘導電流に基づく信号として検出すると、その信号の波形は所定の
振幅から減衰していく波形になる。また、着弾に起因する誘導電流によって得られる信号
の振幅の最大値は最初に現れる。従って、判定手段は、所定期間の前半の第１期間内に検
出した信号の最大振幅に基づけば、ノズルの吐出状態は正常であると判定することができ
る。また、所定期間の後半の第２期間内では信号の振幅は減衰しているはずなので、第２
期間内に検出した信号の振幅を無視すれば、第２期間内に衝撃による誘導電流に起因した
信号が検出されても、ノズルから液滴が正常に吐出されていると判定してしまうことを回
避できる。
【００１６】
　本発明において、所定期間経過後の信号の振幅はノイズが含まれていなければ殆ど０に
なっているはずである。従って、信号にノイズが含まれていることを確実に検出するため
には、前記第２閾値は、前記第１閾値より小さい値であることが望ましい。
【００１７】
　次に、本発明は、上記のノズルの吐出状態検査機構を搭載している液滴吐出装置とする
ことができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明は、液滴が吐出させられた時点から所定期間内に検出した信号の最大振幅が第１
閾値以上の場合にはノズルの吐出状態は正常であると判定し、所定期間経過後の信号の振
幅が第２閾値以上の場合には、先にされた正常であるという判定を取り消している。すな
わち、液滴の着弾によりヘッドキャップ内に発生する一時的な誘導電流に基づく信号とし
て検出すると信号の波形は所定の振幅から減衰していく波形になるので、最大振幅が予め
設定した第１閾値以上あればノズルの吐出状態は正常であると判定できる。一方、所定期
間経過後においても信号の振幅が減衰しておらず予め設定した第２閾値以上となっている
場合には、検出している信号に衝撃に起因して発生した誘導電流によるノイズが含まれて
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いる可能性が高い。また、吐出状態は正常であるとの判定は、ノイズが含まれている信号
の最大振幅に基づいて行われた可能性が高いことになる。従って、このような場合に正常
であるとの判定を取り消せば、ノズルから液滴が正常に吐出されていないにも拘わらず、
ノズルの吐出状態は正常であると判定されることを回避できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
【００２０】
（インクジェットプリンタ）
　図１は本発明を適用した液滴吐出装置であるインクジェットプリンタの斜視図である。
図１（ａ）はロール紙カバーおよびインクカートリッジカバーを閉じた状態であり、図１
（ｂ）はそれらロール紙カバーおよびインクカートリッジカバーを開けた状態である。
【００２１】
　本例のインクジェットプリンタ１はロール紙２から繰り出される長尺状の記録紙３に印
刷を行うロール紙プリンタである。全体としてほぼ直方体形状をしたプリンタ本体４を有
しており、プリンタ本体４の外装ケース４ａの前面には所定幅の記録紙排出口５が形成さ
れている。記録紙排出口５の下側には排紙ガイド６が前方に吐出しており、この排紙ガイ
ド６の側方にはカバー開閉レバー７が配置されている。外装ケース４ａにおける排紙ガイ
ド６およびカバー開閉レバー７の下側には、ロール紙２出し入れ用の矩形の開口部４ｂが
形成されており、この開口部４ｂは開閉蓋８によって封鎖されている。
【００２２】
　カバー開閉レバー７を操作すると、ロックが解除されて開閉蓋８を開くことができる。
開閉蓋８が開くと、図１（ｂ）に示すように、プリンタ本体４の内部に形成されているロ
ール紙収納部９が開放状態となる。同時に、印刷位置を規定しているプラテン１０が開閉
蓋８と共にプリンタ本体４の外側まで移動して、ロール紙収納部９から記録紙排出口５に
到る記録紙３の搬送路が開放状態になる。従って、プリンタ本体４の前面側からロール紙
２の交換作業などを簡単に行うことができる。
【００２３】
　開閉蓋８の側方にはインクカートリッジカバー１１が取り付けられている。インクカー
トリッジカバー１１は、その上端縁部分１１ａを手前に引くことによって、下端部を中心
として前方にほぼ水平になるまで開く。インクカートリッジカバー１１が開かれると、図
１（ｂ）に示すように、インク液を封入したインクカートリッジ１２を装着するためのイ
ンクカートリッジ装着部１３が手前に引き出されるので、インクカートリッジ１２の装着
や取り外しを簡単に行うことができる。
【００２４】
　図２はインクジェットプリンタ１の内部の機構を示す斜視図であり、プリンタ本体４か
ら外装ケース４ａおよび開閉蓋８を取り外した状態を示している。インクジェットプリン
タ１の内部には、プリンタ本体フレーム１５における幅方向の中央部分にロール紙収納部
９が形成されており、このロール紙収納部９にはロール紙２がプリンタ幅方向に向いた横
置き状態で収納される。ロール紙収納部９の右側の部位には、インクカートリッジ装着部
１３に装着されたインクカートリッジ１２を収納するためのインクカートリッジ収納部１
６が形成されている。インクカートリッジ収納部１６の上方には、インクジェットヘッド
１７の各インクノズルからインク滴が正常に吐出されているか否かを検査するインク吐出
状態検査機構１８が配置されている。なお、インク吐出状態検査機構１８の詳細は後述す
る。ロール紙収納部９の右側の部位には、インクジェットプリンタ１の駆動制御を司る制
御部のメイン基板２０が収納されている。
【００２５】
　ロール紙収納部９およびインク吐出状態検査機構１８の上方には、プリンタ本体フレー
ム１５の上端にヘッドユニットフレーム２１が水平に取り付けられている。ヘッドユニッ
トフレーム２１には、インクジェットヘッド１７、インクジェットヘッド１７を搭載して
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いるキャリッジ２２、キャリッジ２２のプリンタ幅方向への移動をガイドするキャリッジ
ガイド軸２３が配置されている。また、キャリッジ２２をキャリッジガイド軸２３に沿っ
て往復移動させるためのキャリッジモータ２４およびタイミングベルト２５を備えたキャ
リッジ搬送機構が配置されている。図２に示す状態は、インクジェットヘッド１７がキャ
リッジガイド軸２３の右端の待機位置まで移動させられた状態である。待機位置はインク
吐出状態検査機構１８の直上である。
【００２６】
　インクジェットヘッド１７はインクノズルが形成されているノズル面１７ａが下向きに
なるようにしてキャリッジ２２に搭載されている。ロール紙収納部９の上方において、ノ
ズル面１７ａと一定のギャップを開けて対向する位置には、プリンタ幅方向に水平に延び
るプラテン１０が配置されている。
【００２７】
　プラテン１０の前端側の部位には前側紙送りローラ２６が配置されている。プラテン１
０の後側の部位には、後側紙送りローラ２７がプリンタ幅方向に水平に架け渡されている
。前側紙送りローラ２６および後側紙送りローラ２７には、上方から不図示の紙押さえロ
ーラが所定の押圧力で押し付けられている。また、前側紙送りローラ２６および後側紙送
りローラ２７には、プリンタ本体フレーム１５に搭載されている不図示の紙送りモータの
駆動力が伝達されている。紙送りモータを駆動すれば、印刷位置を通過するように引き出
された記録紙３は、ロール紙収納部９から記録紙排出口５に向う搬送方向に搬送される。
【００２８】
（インク吐出状態検査機構）
　図３はインク吐出状態検査機構１８を取り出して示す部分斜視図である。図４はインク
吐出状態検査機構の機能ブロック図である。
【００２９】
　インク吐出状態検査機構１８は、プリンタ本体４の前後方向に細長く延びているハウジ
ング３０と、このハウジング３０の前側部分に上下方向に移動可能な状態で搭載されてい
るヘッドキャップ３１と、ヘッドキャップ３１から離れた位置に配置されている回路基板
３２（図４参照）とを有している。ハウジング３０がプリンタ本体フレーム１５に取り付
けられると、ヘッドキャップ３１は待機位置にあるインクジェットヘッド１７のノズル面
１７ａと正対する。
【００３０】
　ヘッドキャップ３１は、インクジェットヘッド１７のノズル面１７ａのノズル形成領域
を覆うことが可能な上端開口３１ａを備えた箱型をしており、ゴムなどの弾力性のある素
材で形成されている。インクジェットヘッド１７が待機位置にあるときにヘッドキャップ
３１を上昇させると、上端開口３１ａの開口縁部分３１ｂがノズル面１７ａに密着してノ
ズル形成領域を覆うことができる。
【００３１】
　ヘッドキャップ３１の凹部内には、図４に示すように、インクノズル１７ｂから吐出さ
れたインク滴１７ｃを吸収するインク吸収材３３と、ステンレス鋼からなる導電板３４が
配置されている。導電板３４はその上面が上端開口３１ａよりも僅かに下方に後退するよ
うにインク吸収材３３に載せられている。また、導電板３４の下面部分には回路基板３２
に繋がるリード線３５が接続されている。
【００３２】
　回路基板３２には、ヘッドキャップ３１とインクジェットヘッド１７とを狭い間隔で対
向させ、これらの間に電位差を形成する電位差形成手段３６と、インクノズル１７ｂから
インク滴１７ｃを吐出させるインク吐出手段３７と、インク滴１７ｃが吐出させられた時
点からの時間を計測するための計測手段３８が構成されている。また、リード線３５を介
して取り出される誘導電流を電圧変化（信号）として検出する電圧変化検出手段３９（信
号検出手段）と、インク滴１７ｃが吐出させられた時点から所定期間内に検出された電圧
変化に基づいてインクノズル１７ｂのインク吐出状態は正常であるか否かを判定する判定
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手段４０と、所定期間経過後に検出された電圧変化に基づいて電圧変化にノイズが含まれ
ているか否かを判定し、電圧変化にノイズが含まれている場合には判定手段４０の正常で
あるとの判定を取り消す判定取り消し手段４１が構成されている。また、インク吐出状態
の判定および電圧変化にノイズが含まれているか否かの判定をインクノズル１７ｂ毎に記
憶保持するレジスタ４２を備えている。計測手段３８、電圧変化検出手段３９、判定手段
４０、判定取り消し手段４１は、ＣＰＵやメモリから構成される。電圧変化検出手段３９
は、さらにＡ／Ｄ変換器も含む。なお、インク吐出状態検査機構１８を構成している各手
段の一部をインクジェットプリンタ１の駆動制御を司る制御部とともにメイン基板２０の
側に構成しておいてもよい。
【００３３】
　電位差形成手段３６は、ヘッドキャップ３１を上昇させて、待機位置にあるインクジェ
ットヘッド１７のノズル面１７ａとインク吸収材３３の上面３３ａとの間に狭い隙間を形
成する。また、インクジェットヘッド１７とヘッドキャップ３１との間に電位差を形成す
るために、導電板３４に電圧を印加する。本例では、インクジェットヘッド１７は接地さ
れているので、ヘッドキャップ３１の側に高電圧が印加される。
【００３４】
　インク吐出手段３７は、インク滴を吐出させる吐出指令に基づいて検査対象のインクノ
ズル１７ｂからインク滴１７ｃを吐出させる。吐出させられたインク滴１７ｃは、狭い隙
間で対向しているインクジェットヘッド１７とヘッドキャップ３１との電位差によって、
マイナスに帯電した状態で飛翔する。
【００３５】
　計測手段３８は、インク吐出手段３７がインク滴１７ｃを１ショットずつ吐出させるタ
イミングと同じタイミングのパルスを生成させている。
【００３６】
　電圧変化検出手段３９は、帯電したインク滴１７ｃがヘッドキャップ３１に着弾するこ
とによりヘッドキャップ３１内に一時的に発生させる誘導電流を、リード線３５を介して
取り出して、電圧変化として検出する。微小な誘導電流を増幅して電圧変化として検出す
る回路は周知の回路を用いることができる。
【００３７】
　図５（ａ）はインクノズル１７ｂからインク滴１７ｃが正常に吐出された場合に電圧変
化検出手段３９によって検出される電圧変化の基本波形Ａと基準パルスである。基本波形
Ａを基準パルスの時系列に沿って説明すると、最初の４パルスはインク吐出手段３７に吐
出指令が入力される期間である。１パルス毎に吐出指令が入力され、吐出指令により１シ
ョットのインク滴１７ｃが吐出させられる。従って、検査対象のインクノズル１７ｂから
は４ショット分のインク滴１７ｃが吐出される。２４パルスまでの期間には、４ショット
分のインク滴１７ｃが着弾することによってヘッドキャップ３１内に一時的に発生した誘
導電流による電圧変化が基本波形Ａとして現れている。基本波形Ａは、最初に所定の最大
振幅Ｌが現れ、しかる後に、その振幅が減衰し、２４パルスがカウントされた時点で殆ど
０になる。
【００３８】
　これに対して、インク滴１７ｃの吐出量が規定よりも少ない場合に検出される電圧変化
の波形は、例えば、図５（ｂ）の実線で示す波形Ｂとなる。すなわち、インク滴１７ｃが
ヘッドキャップ３１に着弾しても所定の誘導電流は発生しないので、波形Ｂの最大振幅Ｍ
は基本波形Ａの最大振幅Ｌよりも小さくなる。また、その振幅が減衰して０になるまでの
経過時間も短くなる。なお、インク滴１７ｃが吐出されなかった場合には、所定の誘導電
流が発生しないので、電圧変化の振幅は検出されず、最大振幅Ｌは０になる。
【００３９】
　判定手段４０はインク滴１７ｃが吐出させられてから所定期間内に検出された電圧変化
の最大振幅Ｌと第１閾値Ｑとを比較して、最大振幅Ｌが第１閾値Ｑ以上の場合にインクノ
ズル１７ｂのインク吐出状態は正常であると判定する。最大振幅Ｌが第１閾値Ｑよりも小
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さい場合にはインク吐出状態は不良であると判定する。そして、これらの判定をレジスタ
４２に記憶保持する。
【００４０】
　第１閾値Ｑは、図５（ａ）に示すように、基本波形Ａに基づいて、最大振幅Ｌよりも小
さい適切な値に予め設定されている。また、所定期間は基本波形Ａの振幅が減衰して０に
なるまでの経過時間である２４パルス分とすることができる。
【００４１】
　ここで、基本波形Ａの最大振幅Ｌは電圧変化の最初に表れているので、本例では、所定
期間を前半の１２パルス分からなる第１期間Ｓと後半の１２パルス分から第２期間Ｔとに
分け、判定手段４０は、第１期間Ｓ内に検出した電圧変化の最大振幅Ｌが第１閾値Ｑ以上
の場合にインクノズル１７ｂのインク吐出状態は正常であると判定し、第２期間Ｔ内に検
出した電圧変化の振幅を無視（マスク）するようにしている。すなわち、検出される電圧
変化の振幅は所定期間の後半の第２期間Ｔ内では減衰しているはずなので、この第２期間
Ｔ内に最大振幅Ｌが現れることはない。また、第２期間Ｔ内に第１閾値Ｑ以上の最大振幅
Ｌが現れたとすればその振幅にはノイズが含まれていることになる。従って、第２期間Ｔ
内に検出する振幅を無視することにより、ノイズによる誤判定を回避している。
【００４２】
　判定取り消し手段４１は、電圧変化にノイズが含まれているか否かを判定し、その判定
をレジスタ４２に記憶保持するノイズ判定手段４３と、レジスタ４２に記憶保持された判
定手段４０の判定およびノイズ判定手段４３の判定に基づいて、検査対象のインクノズル
１７ｂを設定してインク吐出手段に吐出指令を入力する検査対象設定手段４４を備えてい
る。
【００４３】
　ノイズ判定手段４３は、所定期間経過後の１２パルス分の第３期間Ｕ内に検出されてい
る電圧変化の振幅と第２閾値Ｒとを比較して、第３期間Ｕ内に第２閾値Ｒ以上の振幅が検
出された場合には電圧変化にノイズが含まれていると判定する。第３期間Ｕ内に検出され
た電圧変化の振幅が第２閾値Ｒよりも小さい場合には電圧変化にノイズが含まれていない
と判定する。また、これらの判定をレジスタ４２に記憶保持する。
【００４４】
　第２閾値Ｒは、図５（ａ）に示すように、基本波形Ａに基づいて予め適切な値に設定さ
れている。すなわち、電圧変化検出手段３９によって検出される基本波形Ａの振幅は所定
期間経過後には０になっているので、第２閾値Ｒは第１閾値Ｑよりも小さな値であり、か
つ、０に近い値に設定されている。
【００４５】
　検査対象設定手段４４は、レジスタ４２にインク吐出状態は正常であるとの判定と電圧
変化にノイズが含まれているとの判定が記憶保持されている場合には、検査対象のインク
ノズル１７ｂを変更することなく、インク吐出手段３７に吐出指令を入力する。これによ
り、検査対象のインクノズル１７ｂに対する再検査が開始されるので、判定手段４０によ
る先の判定は取り消される。
【００４６】
　一方、レジスタ４２にインク吐出状態は不良であるとの判定と電圧変化にノイズが含ま
れているとの判定が記憶保持されている場合には、検査対象設定手段４４は検査対象のイ
ンクノズル１７ｂを変更してインク吐出手段３７に吐出指令を入力する。これにより、イ
ンク吐出状態検査は次のインクノズル１７ｂに移るので、当該インクノズル１７ｂに対す
るインク吐出状態は不良であるとの判定はレジスタ４２で維持される。
【００４７】
　さらに、レジスタ４２に電圧変化にノイズが含まれていないとの判定が記憶保持されて
いる場合には、検査対象設定手段４４は検査対象のインクノズル１７ｂを変更してインク
吐出手段３７に吐出指令を入力する。これにより、インク吐出状態検査は次のインクノズ
ルに移るので、判定手段４０がレジスタ４２に記憶保持させた判定に拘わらず、その判定
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はレジスタ４２で維持される。
【００４８】
　なお、全てのインクノズル１７ｂに対する検査が終了し、検査対象となる未検査のイン
クノズル１７ｂがない場合には、検査対象設定手段４４はインク吐出状態検査を終了させ
る。
【００４９】
　ここで、レジスタ４２にインク吐出状態は正常であるとの判定と電圧変化にノイズが含
まれているとの判定が記憶保持されている場合は、インク吐出状態を検査しているときに
操作者がインクジェットプリンタに触れるなどしてインク吐出状態検査機構に外部から一
時的な衝撃が加わったときに発生する。すなわち、衝撃が加わると、導電板３４と回路基
板３２とを電気的に接続しているリード線３５が揺れてしまい、このリード線３５の揺れ
による誘導電流が比較的大きく長時間発生する。電圧変化検出手段３９はこの誘導電流を
インク滴１７ｃの着弾による誘導電流と同様に電圧変化として検出するので、電圧変化に
はノイズが含まれる。ノイズは電圧変化の振幅を増大させるので、判定手段４０にインク
吐出状態は正常であるとの判定をさせる。
【００５０】
　例えば、インク滴１７ｃの吐出量が規定よりも少ないときには、電圧変化検出手段３９
は図５（ｂ）の波形Ｂを検出するので、判定手段４０は、インク吐出状態は不良であると
判定するはずである。これに対して、インク吐出状態を検査しているとき衝撃が加わると
、リード線３５の揺れによる誘導電流とインク滴１７ｃの着弾による誘導電流とが合成さ
れるので、電圧変化検出手段３９が検出する電圧変化は図５（ｂ）の一点鎖線で示す波形
Ｃになる。波形Ｃの電圧変化の最大振幅Ｎは第１期間Ｓ内に第１閾値Ｑを超えているので
、判定手段４０は、インク吐出状態は正常であると判定して、これをレジスタ４２に記憶
保持する。
【００５１】
　一方、リード線３５の揺れによる誘導電流とインク滴１７ｃの着弾による誘導電流とが
合成された場合の電圧変化の波形Ｃは、振幅が基本波形Ａよりも大きく、かつ、その振幅
が減衰して０になるまでの時間が基本波形Ａよりも長いので、第３期間Ｕ内に第２閾値Ｒ
以上の振幅が検出さる。従って、ノイズ判定手段４３は電圧変化にノイズが含まれている
と判定し、これをレジスタ４２に記憶保持する。
【００５２】
　また、例えば、インク滴１７ｃがインクノズル１７ｂから全く吐出されていない場合に
は、インク滴１７ｃの着弾による誘導電流は発生せず、電圧変化の振幅は検出されない。
従って、判定手段４０は、インク吐出状態は不良であると判定するはずである。これに対
して、外部から一時的な衝撃が加わるとリード線３５の揺れによる誘導電流により電圧変
化が検出され、その最大振幅が第１期間Ｓ内に第１閾値Ｑを超えることがある。この結果
、判定手段４０は、インク吐出状態は不良であるにも拘わらず、インク吐出状態は正常で
あると判定してこれをレジスタ４２に記憶保持する。
【００５３】
　このような場合でも、衝撃による電圧変化の振幅は、それが減衰して０になるまでの時
間が基本波形Ａよりも長いので、第３期間Ｕ内に第２閾値Ｒ以上の振幅が検出さる。従っ
て、ノイズ判定手段４３は電圧変化にノイズが含まれていると判定し、これをレジスタ４
２に記憶保持する。
【００５４】
　いずれの場合でも、判定手段４０によるインク吐出状態は正常であるとの判定は誤って
いる。そこで、検査対象設定手段４４は検査対象のインクノズル１７ｂを変更せずに、イ
ンク吐出手段３７に吐出指令を入力する。これにより、再検査が開始されるので、判定手
段４０のインク吐出状態は正常であると判定の判定は取り消される。この結果、インクノ
ズル１７ｂからインク滴が正常に吐出されていないにも拘わらず、インクノズル１７ｂの
インク吐出状態は正常であると判定されることが回避される。
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【００５５】
　なお、インク吐出状態検査機構１８には、インク吐出状態が不良に陥っているインクノ
ズル１７ｂを正常な吐出状態に回復させるためのノズル回復機構が一体的に構成されてい
る。図３に示すように、ヘッドキャップ３１を搭載しているハウジング３０には、インク
ノズル１７ｂ内に残留しているインクを吸引するためのインク吸引部４５が搭載されてお
り、ヘッドキャップ３１の凹部内には、インク吸引部４５から延びる吸引チューブ４６が
接続されている。従って、インク吐出状態が不良に陥っているインクノズル１７ｂが検出
された場合には、ヘッドキャップ３１を上昇させてノズル面１７ａに密着させた後にイン
ク吸引部４５を動作させることにより、インクノズル１７ｂに残留しているインクや気泡
を吸引すれば、インクノズル１７ｂの目詰まりを解消してインク吐出状態を正常な状態に
回復させることができる。また、ヘッドキャップ３１の側方にはワイパ４７が搭載されて
おり、ワイパ４７の先端がノズル面１７ａの高さよりもわずかに上になるように上昇させ
た後に、このワイパ４７を通過するようにインクジェットヘッド１７を移動させれば、ノ
ズル面１７ａに付着した異物をワイパ４７によって掻きとることができる。
【００５６】
（インク吐出状態検査動作）
　次に、図６を参照して、インク吐出状態検査動作を説明する。図６はインクジェットプ
リンタ１によるインク吐出状態検査動作のフローチャートである。
【００５７】
　インクジェットプリンタ１にインク吐出状態検査を行わせるための制御指令が入力され
ると、或いは、所定のスイッチ操作が行われると、電位差形成手段３６は待機位置にある
インクジェットヘッド１７に向かってヘッドキャップ３１を上昇させて狭い間隔で対向さ
せる。また、ヘッドキャップ３１に高電圧を印加して、インクジェットヘッド１７とヘッ
ドキャップ３１との間に電位差を形成する（ステップＳＴ１）。所定の電位差が形成され
るとインク吐出手段３７には吐出指令が入力されるので、インク吐出手段３７は所定の検
査対象のインクノズル１７ｂからインク滴１７ｃを吐出させる（ステップＳＴ２）。
【００５８】
　帯電したインク滴１７ｃがヘッドキャップ３１に着弾すると、ヘッドキャップ３１内に
は着弾によって一時的な誘導電流が発生する。この誘導電流はリード線３５を介して回路
基板３２に入力され、電圧変化検出手段３９によって電圧変化として検出される。そこで
、判定手段４０はインク滴１７ｃが吐出された時点から第１期間Ｓ内に検出された電圧変
化の最大振幅Ｌと第１閾値Ｑとを比較する（ステップＳＴ３）。
【００５９】
　ステップＳＴ３において、最大振幅Ｌが第１閾値Ｑ以上の場合には、判定手段４０はイ
ンク吐出状態は正常であると判定する（ステップＳＴ４）。ステップＳＴ３において、最
大振幅Ｌが第１閾値Ｑよりも小さい場合には、判定手段４０は、インク吐出状態は不良で
あると判定する（ステップＳＴ５）。また、判定手段４０は、これらの判定をレジスタ４
２に記憶保持させる（ステップＳＴ６）。
【００６０】
　インク滴１７ｃが吐出されてから所定期間が経過すると、ノイズ判定手段４３は後の第
３期間Ｕ内に検出される電圧変化の振幅と第２閾値Ｒとを比較する（ステップＳＴ７）。
【００６１】
　ステップＳＴ７において、電圧変化の振幅が第２閾値Ｒ以上の場合には、ノイズ判定手
段４３は、電圧変化にノイズが含まれていると判定する（ステップＳＴ８）。ステップＳ
Ｔ７において、電圧変化の振幅が第２閾値Ｒよりも小さい場合には、ノイズ判定手段４３
は、電圧変化にノイズが含まれていないと判定する（ステップＳＴ９）。また、ノイズ判
定手段４３は、これらの判定をレジスタ４２に記憶保持させる（ステップＳＴ１０）。
【００６２】
　ノイズ判定手段４３の判定がレジスタ４２に記憶保持されると、検査対象設定手段４４
はレジスタ４２に記憶保持されている判定手段４０の判定とノイズ判定手段４３の判定を
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確認し、インク吐出状態は正常であるとの判定と電圧変化にノイズが含まれているとの判
定が記憶保持されているか否かを判断する（ステップＳＴ１１）。
【００６３】
　ステップＳＴ１１において、レジスタ４２にインク吐出状態は正常であるとの判定と電
圧変化にノイズが含まれているとの判定が記憶保持されている場合には、検査対象設定手
段４４は検査対象のインクノズル１７ｂを変更することなく、インク吐出手段３７に吐出
指令を入力する。この結果、当該インクノズル１７ｂに対するインク吐出状態の検査動作
（ステップＳＴ２～ＳＴ１１）が行われるので、インク吐出状態は正常であるとの先の判
定は取り消されて、再び新たな判定が行われる。
【００６４】
　ステップＳＴ１１において、インク吐出状態は不良であるとの判定と電圧変化にノイズ
が含まれているとの判定が記憶保持されている場合、または、電圧変化にノイズが含まれ
ていないとの判定が記憶保持されている場合には、未検査のインクノズル１７ｂがあるか
否かが判断される（ステップＳＴ１２）。
【００６５】
　ステップＳＴ１２において、未検査のインクノズル１７ｂがある場合には、検査対象設
定手段４４は、検査対象のインクノズル１７ｂを変更してインク吐出手段３７に吐出指令
を入力する（ステップＳＴ１３）。この結果、レジスタ４２に記憶保持されている判定手
段４０の判定は維持され、次の検査対象のインクノズルに対するインク吐出状態の検査動
作（ステップＳＴ２～ＳＴ１１）が行われる。
【００６６】
　ステップＳＴ１２で未検査のインクノズル１７ｂがない場合には、インク吐出状態検査
動作は終了する。
【００６７】
　なお、インク吐出状態検査動作が終了した後には、レジスタ４２に記憶保持されている
判断手段４０の判定に基づいて、ノズル回復機構を動作させる。すなわち、インク吐出状
態は不良であると判定されているインクノズル１７ｂがある場合には、インクや気泡を吸
引してインク吐出状態を正常な状態に回復させる。或いは、ワイパ４７で異物を掻きとっ
てインク吐出状態を正常な状態に回復させる。
【００６８】
（本形態による効果）
　本例によれば、インク滴１７ｃが吐出させられてから第１期間Ｓ内に検出した電圧変化
の最大振幅Ｌが第１閾値Ｑ以上の場合にはインク吐出状態は正常であると判定し、所定期
間経過後の第３期間Ｕ内に検出した電圧変化の振幅が第２閾値Ｒ以上の場合には、先にさ
れたインク吐出状態は正常であるという判定を取り消している。すなわち、インク滴１７
ｃの着弾によりヘッドキャップ３１内に発生する一時的な誘導電流を電圧変化として検出
すると、この電圧変化の波形は所定の振幅から減衰していく波形になるので、最大振幅Ｌ
が予め設定した第１閾値Ｑ以上あれば、判定手段４０は、インク吐出状態は正常であると
判定できる。一方、所定期間経過後の第３期間Ｕ内においても電圧変化の振幅が減衰して
おらず予め設定した第２閾値Ｒ以上となっている場合には、検出している電圧変化に衝撃
に起因して発生した誘導電流による電圧変化がノイズとして含まれている可能性が高い。
また、判定手段４０によるインク吐出状態は正常であるとの判定は、ノイズが含まれてい
る電圧変化の最大振幅に基づいて行われた可能性が高いことになる。このような場合に、
判定取り消し手段４１がインク吐出状態は正常であるとの判定を取り消すので、インクノ
ズル１７ｂからインク滴１７ｃが正常に吐出されていないにも拘わらず、衝撃によるノイ
ズによって正常に吐出されていると判定することを回避できる。
【００６９】
　また、本例では、所定期間は、前記インク滴１７ｃが正常に吐出させられて着弾したと
き検出される前記電圧変化の振幅が減衰して０になるまでの経過時間としてある。このよ
うにすれば、電圧変化にノイズが含まれている場合にだけ、所定期間経過後の電圧変化の
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振幅が検出されるので、ノイズが含まれている電圧変化に基づいて行われたインク吐出状
態は正常であるとの判定を、確実に取り消すことができる。
【００７０】
　また、本例では、所定期間の前半の第１期間Ｓ内に検出した電圧変化の最大振幅Ｌが第
１閾値Ｑ以上の場合にインクノズル１７ｂのインク吐出状態は正常であると判定し、所定
期間の後半の第２期間Ｔ内に検出した電圧変化の振幅は無視している。すなわち、インク
滴１７ｃの着弾による一時的な誘導電流を電圧変化として検出すると電圧変化の波形は所
定の振幅から減衰していく基本波形Ａになり、着弾に起因する誘導電流によって得られる
電圧変化の振幅の最大値は基本波形Ａの最初に現れている。従って、第１期間Ｓ内に検出
した電圧変化の最大振幅Ｌに基づけば、インクノズル１７ｂのインク吐出状態は正常であ
ると判定することができる。また、検出される電圧変化の振幅は第２期間Ｔ内では減衰し
ているはずなので、この第２期間Ｔ内に最大振幅Ｌが現れることはない。さらに、第２期
間Ｔ内に第１閾値Ｑ以上の最大振幅Ｌが表れたとすれば、その振幅には、例えば、衝撃に
よるノイズが含まれているので、第２期間Ｔ内に検出する振幅を無視することにより、ノ
イズによる誤判定を回避できる。
【００７１】
　また、本例では、第２閾値Ｒを第１閾値Ｑよりも小さい値としてある。所定期間経過後
の第３期間Ｕの電圧変化の振幅はノイズが含まれていなければ殆ど０になっているはずな
ので、第２閾値Ｒを小さな値としておけば、電圧変化にノイズが含まれていることを確実
に判定することができる。
【００７２】
（その他の実施の形態）
　ステップＳＴ４において最大振幅Ｌが第１閾値Ｑよりも小さく、ステップＳＴ５で判定
手段４０がインク吐出状態は不良であると判定した場合には、ステップＳＴ６で判定をレ
ジスタ４２に記憶保持させた後のステップＳＴ７からステップＳＴ１１までを省略してス
テップＳＴ１２に移行することができる。すなわち、インク吐出状態は不良であるとの判
定は取り消されることがないので、所定期間経過後の第３期間Ｕ内の振幅を検出すること
なく、検査対象を次のインクノズル１７ｂに変更することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明を適用したインクジェットプリンタの斜視図である。
【図２】インクジェットプリンタ内部の機構を示す斜視図である。
【図３】インク吐出状態検出機構の斜視図である。
【図４】インク吐出状態検出機構の機能ブロック図である。
【図５】電圧変化検出手段により検出される電圧変化の波形である。
【図６】インク吐出状態検出動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００７４】
１・インクジェットプリンタ、２・ロール紙、３・記録紙、４・プリンタ本体、５・記録
紙排出口、６・排出ガイド、７・カバー開閉レバー、８・開閉蓋、９・ロール紙収納部、
１０・プラテン、１１・インクカートリッジカバー、１２・インクカートリッジ、１３・
インクカートリッジ装着部、１５・プリンタ本体フレーム、１６・インクカートリッジ収
納部、１７・インクジェットヘッド、１７ａ・ノズル面、１８・インク吐出状態検査機構
、２０・メイン基板、２１・ヘッドユニットフレーム、２２・キャリッジ、２３・キャリ
ッジガイド軸、２４・キャリッジモータ、２５・タイミングベルト、２６・前側紙送りロ
ーラ、２７・後側紙送りローラ、２８・紙送りモータ、３０・ハウジング、３１・ヘッド
キャップ、３１ａ・上端開口、３１ｂ・開口縁部分、３２・回路基板、３３・インク吸収
材、３４・導電板、３５・リード線、３６・電位差形成手段、３７・インク吐出手段、３
８・計測手段、３９・電圧変化検出手段、４０・判定手段、４１・判定取り消し手段、４
２・レジスタ、４３・ノイズ判定手段、４４・検査対象設定手段、４５・インク吸引部、
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４６・吸引チューブ、４７・ワイパ、Ａ・基本波形、Ｂ・Ｃ・波形、Ｌ・Ｍ・Ｎ・最大振
幅、Ｑ・第１閾値、Ｒ・第２閾値、Ｓ・第１期間、Ｔ・第２期間、Ｕ・第３期間
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